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報第９号

令和３年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率

の報告について

香芝市の令和３年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率を、地方

公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１

項及び第２２条第１項の規定により、次のとおり報告する。

令和４年９月５日報告

香芝市長 福 岡 憲 宏
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健全化判断比率及び資金不足比率の状況（令和３年度）

香 芝 市

１．健全化判断比率（第３条第１項関係）

（単位：％）

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

－ － １２．３ ５２．２

（１２．６６） （１７．６６） （２５．０） （３５０．０）

２．資金不足比率（第２２条第１項関係）

（単位：％）

特別会計の名称 資金不足比率

水道事業 －

（２０．０）

下水道事業 －

（２０．０）

備考

１ 実質赤字額、連結実質赤字額及び資金不足額がない場合は、「－」を記

載する。

２ 香芝市の早期健全化基準及び経営健全化基準を括弧内に記載する。
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報第１０号

旧モナミホール除却工事請負変更契約の締結の専決処分の

報告について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、旧

モナミホール除却工事請負変更契約の締結について、次のとおり専決処分した

ので、同条第２項の規定により報告する。

令和４年９月５日報告

香芝市長 福 岡 憲 宏
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専 決 処 分 書

令和３年９月２４日議決の旧モナミホール除却工事請負契約の変更契約の締

結について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定

により、次のとおり専決処分する。

令和４年７月２６日

香芝市長 福 岡 憲 宏

１ 契 約 の 目 的 旧モナミホール除却工事

２ 契 約 の 相 手 方 奈良市高天町３８番地の３ 近鉄高天ビル

株式会社奥村組 奈良支店

支店長 芳村 昌秀

３ 変更前の契約金額 金３５４，２３８，４５６円

４ 変更後の契約金額 金３６４，００８，７００円
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議第４３号

香芝市職員定数条例の一部を改正することについて

香芝市職員定数条例の一部を次のとおり改正する。

令和４年９月５日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏
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香芝市職員定数条例の一部を改正する条例

香芝市職員定数条例（昭和５０年条例第４号）の一部を次のように改正する。

第２条第１号中「２９０人」を「４９０人」に改め、同条第６号中「３００

人」を「１００人」に改める。

附 則

この条例は、令和４年１０月１日から施行する。
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議第４４号

香芝市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正すること

について

香芝市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のとおり改正する。

令和４年９月５日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏



- 8 -

香芝市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

香芝市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第３号）の一部を次の

ように改正する。

第２条第３号を次のように改める。

(3) 香芝市の一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１７年条例第

２９号）第４条第３項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職

員

第２条に次の１号を加える。

(4) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員

イ 次のいずれにも該当する非常勤職員

(イ) その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定する子をいう。

以下同じ。）が１歳６か月に達する日（以下「１歳６か月到達日」と

いう。）（当該子の出生の日から第３条の２に規定する期間内に育児

休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から６月を経過す

る日、第２条の４の規定に該当する場合にあっては当該子が２歳に達

する日）までに、その任期（任期が更新される場合にあっては、更新

後のもの）が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職（

以下「特定職」という。）に採用されないことが明らかでない非常勤

職員

(ロ) 勤務日の日数を考慮して市長が規則で定める非常勤職員

ロ 次のいずれかに該当する非常勤職員

(イ) その養育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」という。

）（当該子について当該非常勤職員が第２条の３第２号に掲げる場合

に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達

日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下（イ）におい

て同じ。）において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第

３号に掲げる場合に該当して当該子の１歳到達日の翌日を育児休業の

期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(ロ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしてい

る場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続

いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、

当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の

初日とする育児休業をしようとするもの

第２条の３を次のように改める。

（育児休業法第２条第１項の条例で定める日）
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第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で定める日は、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 次号及び第３号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の１

歳到達日

(2) 非常勤職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。以下同じ。）が当該非常勤職員の養育する子の１歳到達日以

前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法

律の規定による育児休業（以下この条及び次条において「地方等育児休業

」という。）をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育

児休業をしようとする場合（当該育児休業の期間の初日とされた日が当該

子の１歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日

前である場合を除く。） 当該子が１歳２か月に達する日（当該日が当該

育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数（当該

子の出生の日から当該子の１歳到達日までの日数をいう。）から育児休業

等取得日数（当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法（昭和２

２年法律第４９号）第６５条第１項及び第２項の規定により勤務しなかっ

た日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。）を

差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日）

(3) １歳から１歳６か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲

げる場合のいずれにも該当する場合（当該子についてこの号に掲げる場合

に該当して育児休業をしている場合であって第３条第７号に掲げる事情に

該当するときはロ及びハに掲げる場合に該当する場合、市長が定める特別

の事情がある場合にあってはハに掲げる場合に該当する場合） 当該子の

１歳６か月到達日

イ 当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲げ

る場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲

げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の

期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、

当該末日とされた日（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方

等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日

））の翌日（当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合

に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業

の期間の末日とされた日の翌日以前の日）を育児休業の期間の初日とす

る育児休業をしようとする場合

ロ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤
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職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた

日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日

）において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該

子の１歳到達日（当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場

合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１

歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日）において地方

等育児休業をしている場合

ハ 当該子の１歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な

勤務のために特に必要と認められる場合として市長が規則で定める場合

に該当する場合

ニ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤

職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた

日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日

）後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたこと

がない場合

第２条の３の次に次の１条を加える。

（育児休業法第２条第１項の条例で定める場合）

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例で定める場合は、１歳６か月から

２歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のい

ずれにも該当する場合（当該子についてこの条の規定に該当して育児休業を

している場合であって次条第７号に掲げる事情に該当するときは第２号及び

第３号に掲げる場合に該当する場合、市長が定める特別の事情がある場合に

あっては同号に掲げる場合に該当する場合）とする。

(1) 当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌日（当該非常勤職員の

配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方

等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とさ

れた日の翌日以前の日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしよう

とする場合

(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日において

育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳６か

月到達日において地方等育児休業をしている場合

(3) 当該子の１歳６か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続

的な勤務のために特に必要と認められる場合として市長が規則で定める場

合に該当する場合

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日後の期間
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においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

第３条第１号中「（育児休業法第２条第１項に規定する子をいう。以下同じ。

）」を削り、同条中第５号を削り、第６号を第５号とし、同条に次の２号を加

える。

(6) 第２条の３第３号に掲げる場合に該当すること又は第２条の４の規定に

該当すること。

(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期

間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当

該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業

に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育

児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

第３条の次に次の１条を加える。

（育児休業法第２条第１項第１号の条例で定める期間）

第３条の２ 育児休業法第２条第１項第１号の条例で定める期間は、５７日間

とする。

第７条第２項中「第２２条の２第１項第２号に掲げる職員」を「（昭和２５

年法律第２６１号）第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員」に改め

る。

第８条中「第２２条の２第１項第２号に掲げる職員」を「第２２条の２第１

項に規定する会計年度任用職員」に改める。

第１１条第６号中「育児休業等計画書」を「育児短時間勤務計画書」に改め

る。

第２０条第１項中「勤務時間」の次に「（非常勤職員にあっては、当該非常

勤職員について定められた勤務時間）」を加え、同条第２項中「（昭和２２年

法律第４９号）」を削り、「よる育児時間」の次に「（以下「育児時間」とい

う。）」を、「職員」の次に「（非常勤職員を除く。）」を加え、同条に次の

１項を加える。

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認については、１日につき、当該非常勤

職員について１日につき定められた勤務時間から５時間４５分を減じた時間

を超えない範囲内で（当該非常勤職員が育児時間又は育児休業、介護休業等

育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号

）第６１条第３２項において読み替えて準用する同条第２９項の規定による

介護をするための時間（以下「介護をするための時間」という。）の承認を

受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、２

時間から当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務し
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ない時間を減じた時間を超えない範囲内で）行うものとする。

第２３条を第２５条とし、第２２条の次に次の２条を加える。

（妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等）

第２３条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者

が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当

該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、

育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の

措置を講じなければならない。

２ 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該

職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

（勤務環境の整備に関する措置）

第２４条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするた

め、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和４年１０月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条

例による改正前の第３条（第５号に係る部分に限る。）及び第１１条（第６

号に係る部分に限る。）の規定の適用については、なお従前の例による。
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議第４５号

香芝市の職員の定年等に関する条例等の一部を改正すること

について

香芝市の職員の定年等に関する条例等の一部を次のとおり改正する。

令和４年９月５日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏
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香芝市の職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例

（香芝市の職員の定年等に関する条例の一部改正）

第１条 香芝市の職員の定年等に関する条例（昭和５８年条例第１６号）の一

部を次のように改正する。

題名の次に次の目次及び章名を付する。

目次

第１章 総則（第１条）

第２章 定年制度（第２条─第５条）

第３章 管理監督職勤務上限年齢制（第６条─第１１条）

第４章 定年前再任用短時間勤務制（第１２条・第１３条）

第５章 雑則（第１４条）

附則

第１章 総則

第１条中「）第２８条の２第１項から第３項まで及び第２８条の３」を「。

以下「法」という。）第２２条の４第１項及び第２項、第２２条の５第１項、

第２８条の２、第２８条の５、第２８条の６第１項から第３項まで並びに第

２８条の７」に改め、同条の次に次の章名を付する。

第２章 定年制度

第３条中「６０年」を「６５年」に改める。

第４条第１項中「の各号のいずれかに該当する」を「に掲げる事由がある

」に、「その職員に」を「同条の規定にかかわらず、当該職員に」に、「そ

の職員を当該」を「当該職員を当該定年退職日において従事している」に、

「引き続いて」を「、引き続き」に改め、同項各号列記以外の部分に次のた

だし書を加える。

ただし、第９条第１項から第４項までの規定により異動期間（同条第１

項に規定する異動期間をいう。以下この項及び次項において同じ。）（同

条第１項又は第２項の規定により延長された異動期間を含む。）を延長し

た職員であって、定年退職日において管理監督職（第６条に規定する職を

いう。以下この条及び次章において同じ。）を占めている職員については、

第９条第１項又は第２項の規定により当該異動期間を延長した場合であっ

て、引き続き勤務させることについて市長の承認を得たときに限るものと

し、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日

の翌日から起算して３年を超えることができない。

第４条第１項第１号中「その」を「当該」に改め、「より」の次に「生ず

る欠員を容易に補充することができず」を加え、「とき」を「こと」に改め、
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同項第２号中「その」を「当該」に、「できないとき」を「できず公務の運

営に著しい支障が生ずること」に改め、同項第３号中「その」を「当該」に、

「とき」を「こと」に改め、同条第２項中「前項の事由」を「前項各号に掲

げる事由」に、「存する」を「ある」に改め、「得て」の次に「、これらの

期限の翌日から起算して」を加え、同項ただし書中「その」を「当該」に改

め、「定年退職日」の次に「（同項ただし書に規定する職員にあっては、当

該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日）」を加え、同条第３

項中「引き続いて」を「引き続き」に改め、同条第４項中「任命権者は」の

次に「、第１項の規定により引き続き勤務することとされた職員及び第２項

の規定により期限が延長された職員について」を加え、「第１項の事由が存

しなくなった」を「第１項各号に掲げる事由がなくなった」に、「その」を

「当該」に、「繰り上げて退職させることができる」を「繰り上げるものと

する」に改める。

本則に次の３章を加える。

第３章 管理監督職勤務上限年齢制

（管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職）

第６条 法第２８条の２第１項に規定する条例で定める職は、香芝市の一般

職の職員の給与に関する条例（昭和３２年条例第３２号）第１３条の２、

公益的法人等への香芝市職員の派遣等に関する条例（平成１４年条例第２

号）第４条又は第８条及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（

昭和４３年条例第１２号）第４条に規定する管理職手当を支給される職と

する。

（管理監督職勤務上限年齢）

第７条 法第２８条の２第１項に規定する管理監督職勤務上限年齢は、年齢

６０年とする。

（他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準）

第８条 任命権者は、法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等（

以下この章において「他の職への降任等」という。）を行うに当たっては、

法第１３条、第１５条、第２３条の３、第２７条第１項及び第５６条に定

めるもののほか、次に掲げる基準を遵守しなければならない。

(1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、

降任又は転任（降給を伴う転任に限る。）（以下この条及び第１０条に

おいて「降任等」という。）をしようとする職の属する職制上の段階の

標準的な職に係る法第１５条の２第１項第５号に規定する標準職務遂行

能力（次条第３項において「標準職務遂行能力」という。）及び当該降
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任等をしようとする職についての適性を有すると認められる職に、降任

等をすること。

(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職又は管

理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職のうちでき

る限り上位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。

(3) 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理

監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督

職を占める職員（以下この号において「上位職職員」という。）の他の

職への降任等もする場合には、第１号に掲げる基準に従った上での状況

その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職

職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当

該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に、降任等をするこ

と。

（管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の

特例）

第９条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員に

ついて、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監

督職に係る異動期間（当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達

した日の翌日から同日以後における最初の４月１日までの間をいう。以下

この章において同じ。）の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内

（当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、当該異動期間の末日の

翌日から定年退職日までの期間内。第３項において同じ。）で当該異動期

間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を

占めたまま勤務をさせることができる。

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、

当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することが

できず公務の運営に著しい支障が生ずること。

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該

職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができ

ず公務の運営に著しい支障が生ずること。

(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特

別の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に

著しい支障が生ずること。

２ 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間（これらの規定によ

り延長された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員につい
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て、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、市長の承認を

得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して１年を超えない

期間内（当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、延長された当該

異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第４項において同じ。

）で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に

延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職に係る異

動期間の末日の翌日から起算して３年を超えることができない。

３ 任命権者は、第１項の規定により異動期間を延長することができる場合

を除き、他の職への降任等をすべき特定管理監督職群（職務の内容が相互

に類似する複数の管理監督職であって、これらの欠員を容易に補充するこ

とができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として規則

で定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。）に属する管理監

督職を占める職員について、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の

属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監

督職についての適性を有すると認められる職員（当該管理監督職に係る管

理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。）の数が当該管理監督職の数

に満たない等の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により当該

管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大

な障害が生ずると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動

期間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内で当該異動期間を延

長し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占め

たまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督

職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。

４ 任命権者は、第１項若しくは第２項の規定により異動期間（これらの規

定により延長された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員

について前項に規定する事由があると認めるとき（第２項の規定により延

長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。）、又は

前項若しくはこの項の規定により異動期間（前３項又はこの項の規定によ

り延長された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員につい

て前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、市長の承認を得て、

延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内

で延長された当該異動期間を更に延長することができる。

（異動期間の延長等に係る職員の同意）

第１０条 任命権者は、前条の規定により異動期間を延長する場合及び同条

第３項の規定により他の管理監督職に降任等をする場合には、あらかじめ



- 18 -

職員の同意を得なければならない。

（異動期間の延長事由が消滅した場合の措置）

第１１条 任命権者は、第９条の規定により異動期間を延長した場合におい

て、当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅した

ときは、他の職への降任等をするものとする。

第４章 定年前再任用短時間勤務制

（定年前再任用短時間勤務職員の任用）

第１２条 任命権者は、年齢６０年に達した日以後に退職（臨時的に任用さ

れる職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

が退職する場合を除く。）をした者（以下この条及び次条において「年齢

６０年以上退職者」という。）を、従前の勤務実績その他の規則で定める

情報に基づく選考により、短時間勤務の職（当該職を占める職員の１週間

当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間

勤務の職と同種の職を占める職員の１週間当たりの通常の勤務時間に比し

短い時間である職をいう。以下この条及び次条において同じ。）に採用す

ることができる。ただし、年齢６０年以上退職者がその者を採用しようと

する短時間勤務の職に係る定年退職日相当日（短時間勤務の職を占める職

員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を

占めているものとした場合における定年退職日をいう。）を経過した者で

あるときは、この限りでない。

第１３条 任命権者は、前条本文の規定によるほか、市が加入する地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２８４条第１項の一部事務組合又は広域

連合の年齢６０年以上退職者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情

報に基づく選考により、短時間勤務の職に採用することができる。

２ 前項の場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

第５章 雑則

（雑則）

第１４条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附則に次の２項を加える。

（定年に関する経過措置）

４ 令和５年４月１日から令和１３年３月３１日までの間における第３条の

規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中

「６５年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和５年４月１日から令和７年３月３１日まで ６１年
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令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで ６２年

令和９年４月１日から令和１１年３月３１日まで ６３年

令和１１年４月１日から令和１３年３月３１日まで ６４年

（情報の提供及び勤務の意思の確認）

５ 任命権者は、当分の間、職員（臨時的に任用される職員その他の法律に

より任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この項にお

いて同じ。）が年齢６０年に達する日の属する年度の前年度（以下この項

において「情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。）

（情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかった者で、

当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用され

た職員（異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の

末日を経過することとなった職員（以下この項において「末日経過職員」

という。）を除く。）にあっては、当該職員が採用された日から同日の属

する年度の末日までの期間、末日経過職員にあっては、当該職員の異動等

の日が属する年度（当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前年度

））において、当該職員に対し、当該職員が年齢６０年に達する日以後に

適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供す

るものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよ

う努めるものとする。

（香芝市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正）

第２条 香芝市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年条例

第２号）の一部を次のように改正する。

第３条中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改める。

（香芝市の職員の分限に関する条例の一部改正）

第３条 香芝市の職員の分限に関する条例（昭和３２年条例第７号）の一部を

次のように改正する。

第２条を次のように改める。

（降給の種類）

第２条 降給の種類は、降格（職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務

の級に変更することをいう。以下同じ。）及び降号（職員の号給を同一の

職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。）並びに法第２

８条の２第１項に規定する降給（同項本文の規定による他の職への転任に

より現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されて

いる職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。）
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とする。

第２条の次に次の２条を加える。

（降格の事由）

第２条の２ 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の

給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場

合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認め

る場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第２号の

規定により職員のうちいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、

勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 職員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよ

くないと認められる場合で、当該職員がその職務の級に分類される職務

を遂行することが困難であると認められるとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないこと

が明らかな場合

(3) 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての

適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠

くと認められる場合（前２号に掲げる場合を除く。）

（降号の事由）

第２条の３ 任命権者は、職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合

その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場

合であり、かつ、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行す

ることが可能であると認められる場合において、指導等の措置を行ったに

もかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときは、当該

職員を降号することができる。

附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附

則に次の２項を加える。

（降給の種類に関する特例）

２ 香芝市の一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年条例第３２号）

附則第２１項の規定の適用を受ける職員に対する第２条の規定の適用につ

いては、当分の間、同条中「並びに法」とあるのは「、法」と、「とする

」とあるのは「並びに香芝市の一般職の職員の給与に関する条例（昭和３

２年条例第３２号）附則第２１項の規定による降給とする」とする。

（降給に関する書面交付の特例）

３ 第３条第２項の規定は、香芝市の一般職の職員の給与に関する条例附則

第２１項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、
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同項の規定の適用を受ける職員には、規則の規定により、同項の規定の適

用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

（香芝市の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正）

第４条 香芝市の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和３２年条例第

８号）の一部を次のように改正する。

第３条中「間給料」を「期間、その発令の日に受ける給料の月額」に、「

報酬」を「報酬月額」に改め、同条に後段として次のように加える。

この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の１０分の１

に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

（公益的法人等への香芝市職員の派遣等に関する条例の一部改正）

第５条 公益的法人等への香芝市職員の派遣等に関する条例（平成１４年条例

第２号）の一部を次のように改正する。

第２条第２項第１号中「任用される職員」の次に「（地方公務員法（昭和

２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定

により採用される職員を除く。）」を加え、同項第２号中「非常勤職員」の

次に「（地方公務員法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定に

より採用される職員を除く。）」を加え、同項第３号中「（昭和２５年法律

第２６１号）」を削り、同項第４号中「引き続いて」を「引き続き」に改め、

同項中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。

(5) 香芝市の職員の定年等に関する条例第９条第１項から第４項までの規

定により異動期間（これらの規定により延長された期間を含む。）を延

長された管理監督職を占める職員

（香芝市の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正）

第６条 香芝市の職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年条例第１号

）の一部を次のように改正する。

第２条第３項中「第２８条の４第１項若しくは第２８条の５第１項又は第

２８条の６第１項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項又は第２２条の

５第１項」に、「同法第２８条の５第１項」を「同法第２２条の４第１項」

に、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

第３条第１項ただし書及び第２項ただし書、第４条第２項並びに第１２条

第１項第１号中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員

」に改める。

（香芝市職員の育児休業等に関する条例の一部改正）

第７条 香芝市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第３号）の一部

を次のように改正する。
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第２条第２号中「引き続いて」を「引き続き」に改め、同条中第４号を第

５号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。

(3) 香芝市の職員の定年等に関する条例第９条第１項から第４項までの規

定により異動期間（これらの規定により延長された期間を含む。）を延

長された管理監督職を占める職員

第１０条第２号中「引き続いて」を「引き続き」に改め、同条に次の１号

を加える。

(3) 香芝市の職員の定年等に関する条例第９条第１項から第４項までの規

定により異動期間（これらの規定により延長された期間を含む。）を延

長された管理監督職を占める職員

第１９条中「育児短時間勤務又は育児休業法第１７条の規定による短時間

勤務をしている」を「次に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。

(1) 育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常

勤職員以外の非常勤職員（地方公務員法第２２条の４第１項に規定する

短時間勤務の職を占める職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員等」

という。）を除く。）

第２０条第１項中「（非常勤職員」の次に「（定年前再任用短時間勤務職

員等を除く。以下この条において同じ。）」を加える。

（香芝市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正）

第８条 香芝市の一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年条例第３２号

）の一部を次のように改正する。

第４条第９項を次のように改める。

９ 地方公務員法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定により

採用された職員で同法第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占

めるもの（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）の給料月額は、

当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時

間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤

務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第２条第３項の規

定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第

１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、

育児短時間勤務職員等となった定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、

当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、育児短

時間勤務算出率を乗じて得た額とする。

第４条の２を削り、第４条の３を第４条の２とする。
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第８条の２第２項第２号中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短

時間勤務職員」に改める。

第１０条第１項中「場合は」を「場合には」に改め、同条第３項中「再任

用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第４項

及び第５項中「場合は」を「場合には」に改める。

第１５条第３項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改

める。

第１６条第１項中「この条」を「この項から第３項まで」に改め、同条第

２項各号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

第１７条の２の見出し中「再任用職員等」を「定年前再任用短時間勤務職

員等」に改め、同条中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に

改める。

附則に次の見出し及び７項を加える。

（定年の延長に伴う給料月額の特例）

２１ 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が６０歳に達した日後におけ

る最初の４月１日（附則第２３項において「特定日」という。）以後、当

該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第３条の２第２項に規定す

る当該職員の属する職務の級並びに第４条第１項、第４項及び第５項の規

定により当該職員の受ける号給に応じた額（給料の切替えに伴う経過措置

として、この条例その他の条例の規定において、異なる給料月額の定めが

ある場合は当該給料月額）に１００分の７０を乗じて得た額とする。この

場合において、当該額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨

て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り

上げるものとする。

２２ 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される

職員及び非常勤職員

(2) 香芝市の職員の定年等に関する条例（昭和５８年条例第１６号）第４

条第１項又は第２項の規定により勤務している職員（同条例第２条に規

定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。）

(3) 香芝市の職員の定年等に関する条例第９条第１項又は第２項の規定に

より同条第１項に規定する異動期間（同項又は同条第２項の規定により

延長された期間を含む。）を延長された同条例第６条の職を占める職員

２３ 地方公務員法第２８条の２第１項に規定する他の職への降任等をされ

た職員であって、当該他の職への降任等をされた日（以下この項及び附則
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第２５項において「異動日」という。）の前日から引き続き同一の給料表

の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第２１項の規定により当該職員

の受ける給料月額（以下この項において「特定日給料月額」という。）が

異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に１００分の７０を乗じて

得た額（当該額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５

０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げる

ものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。）に達しない

こととなる職員（規則で定める職員を除く。）には、当分の間、特定日以

後、附則第２１項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給

料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

２４ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料

月額との合計額が第３条の２第２項に規定する当該職員の属する職務の級

における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用に

ついては、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第３

条の２第２項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の

給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

２５ 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（附則第２１項

の規定の適用を受ける職員に限り、附則第２３項に規定する職員を除く。

）であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があ

ると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、

規則で定めるところにより、前２項の規定に準じて算出した額を給料とし

て支給する。

２６ 附則第２３項又は前項の規定による給料を支給される職員に対する第

１５条第５項（第１６条第４項において準用する場合を含む。）の規定の

適用については、第１５条第５項中「給料の月額」とあるのは、「給料の

月額と附則第２３項又は第２５項の規定による給料の額との合計額」とす

る。

２７ 附則第２１項から前項までに定めるもののほか、附則第２１項の規定

による給料月額、附則第２３項の規定による給料その他附則第２１項から

前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第１再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短

時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改める。

定年前 基 準 基 準 基 準 基 準 基 準 基 準 基 準 基 準
再任用 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額
短時間 円 円 円 円 円 円 円 円
勤務職 187,700 215,200 255,200 274,600 289,700 315,100 356,800 389,900
員
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（香芝市職員の退職手当に関する条例の一部改正）

第９条 香芝市職員の退職手当に関する条例（平成３年条例第３０号）の一部

を次のように改正する。

第２条第１項中「地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の

４第１項、第２８条の５第１項若しくは第２８条の６第１項若しくは第２項

の規定により採用された者又は地方公務員の育児休業等に関する法律（平成

３年法律第１１０号）第１８条第１項若しくは地方公共団体の一般職の任期

付職員の採用に関する法律（平成１４年法律第４８号）第５条の規定により

採用された者を除く。」を削り、同条第２項ただし書中「地方公務員法」の

次に「（昭和２５年法律第２６１号）」を加える。

第５条第１項第１号中「第２８条の２第１項」を「第２８条の６第１項」

に、「第２８条の３第１項」を「第２８条の７第１項」に改める。

第６条第１項第１号中「第２８条の２第１項」を「第２８条の６第１項」

に、「第２８条の３第１項」を「第２８条の７第１項」に改め、同条第２項

中「（前項」を「（同項」に改める。

第７条中「１５年」を「２０年」に改める。

第１０条の４第１項中「除く。以下」を「除く。第１１条第４項において

」に改め、「（以下」の次に「この項及び第５項において」を加える。

第１１条の３第１項第１号中「１５年」を「２０年」に改める。

第１３条第４項中「、当該退職後」を「当該退職後」に、「申し込み」を

「申込み」に、「とする」を「とし、当該退職の日後に事業（その実施期間

が３０日未満のものその他規則で定めるものを除く。）を開始した職員その

他これに準ずるものとして規則で定める職員が規則で定めるところにより、

市長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間（当該実施期間の日数

が４年から第１項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日

数を超える場合における当該超える日数を除く。）は、第１項及びこの項の

規定による期間に算入しない」に改め、同条第１１項第５号中「第４条第８

項」を「第４条第９項」に改める。

第１６条第１項第１号及び第５項第２号中「禁錮」を「禁錮」に改める。
こ

第１７条の見出し及び同条第１項第１号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同
こ

項第２号及び第３号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に

改める。

第１８条第１項中「にあっては」を「には」に改め、同項第１号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改め、同項第２号及び第３号中「再任用職員」を「定年前再
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任用短時間勤務職員」に改める。

第２０条第１項中「。以下この条」を「。以下この項から第６項まで」に、

「にあっては」を「には」に改め、同条第２項及び第３項中「にあっては」

を「には」に改め、同条第４項中「禁錮」を「禁錮」に、「にあっては」を
こ

「には」に改め、同条第５項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務

職員」に、「にあっては」を「には」に改める。

附則第９項中「令和４年３月３１日」を「令和７年３月３１日」に改める。

附則に次の７項を加える。

１０ 当分の間、第５条第１項の規定は、１１年以上２５年未満の期間勤続

した者であって、６０歳に達した日以後その者の非違によることなく退職

した者（定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第２項の規定

に該当する者を除く。）に対する退職手当の基本額について準用する。こ

の場合における第４条の規定の適用については、同条第１項中「又は第６

条」とあるのは、「、第６条又は附則第１０項」とする。

１１ 当分の間、第６条第１項の規定は、２５年以上の期間勤続した者であ

って、６０歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者（定

年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第２項の規定に該当する

者を除く。）に対する退職手当の基本額について準用する。この場合にお

ける第４条の規定の適用については、同条第１項中「又は第６条」とある

のは、「、第６条又は附則第１１項」とする。

１２ 香芝市の一般職の職員の給与に関する条例附則第２１項の規定による

職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

１３ 当分の間、第５条第１項第３号並びに第６条第１項第３号、第５号及

び第６号に掲げる者（退職の日において定められているその者に係る定年

が６０歳を超える者に限り、規則で定める者を除く。）に対する第７条及

び第１０条の３の規定の適用については、第７条中「６月」とあるのは「

零月」と、同条の表第５条第１項及び第６条第１項の項、第６条の２第１

項第１号の項及び第６条の２第１項第２号の項並びに第１０条の３の表第

１０条の項、第１０条の２第１号の項及び第１０条の２第２号の項中「１

００分の３（退職の日において定められているその者に係る定年と退職の

日におけるその者の年齢との差に相当する年数が１年である職員にあって

は、１００分の２）」とあるのは「１００分の３」とする。

１４ 当分の間、第５条第１項第３号及び第６条第１項（第１号を除く。）

に規定する者に対する第７条及び第１１条の３の規定の適用については、

第７条中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあり、
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及び第１１条の３第１項第１号中「定年」とあるのは「６０歳」と、第７

条及び第１１条の３第１項第１号中「２０年を」とあるのは「１５年を」

とする。

１５ 当分の間、第６条第１項第２号及び第４号に掲げる者が６０歳に達す

る日前に退職したときにおける第７条及び第１０条の３の規定の適用につ

いては、第７条の表第５条第１項及び第６条第１項の項、第６条の２第１

項第１号の項及び第６条の２第１項第２号の項並びに第１０条の３の表第

１０条の項、第１０条の２第１号の項及び第１０条の２第２号の項中「１

００分の３（退職の日において定められているその者に係る定年と退職の

日におけるその者の年齢との差に相当する年数が１年である職員にあって

は、１００分の２）」とあるのは、「６０歳と退職の日におけるその者の

年齢との差に相当する年数に１００分の３を乗じて得た割合を退職の日に

おいて定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢

との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

１６ 当分の間、第６条第１項第２号及び第４号に掲げる者が６０歳に達し

た日以後に退職したときにおける第７条及び第１０条の３の規定の適用に

ついては、第７条の表第５条第１項及び第６条第１項の項、第６条の２第

１項第１号の項及び第６条の２第１項第２号の項並びに第１０条の３の表

第１０条の項、第１０条の２第１号の項及び第１０条の２第２号の項中「

１００分の３（退職の日において定められているその者に係る定年と退職

の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が１年である職員にあっ

ては、１００分の２）」とあるのは、「１００分の２を退職の日において

定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差

に相当する年数で除して得た割合」とする。

（企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）

第１０条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４３年条例第１

２号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改め

る。

第１８条の見出し中「再任用職員等」を「短時間勤務職員等」に改め、同

条中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項若しくは第２８条の６第１

項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項」に改

める。

附則に次の見出し及び４項を加える。

（職員の給料に関する特例措置）
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３ 当分の間、職員（管理者が定める職員を除く。）の給料月額は、当該職

員が６０歳に達した日後における最初の４月１日（次項において「特定日

」という。）以後、管理者が定める額とする。

４ 地方公務員法第２８条の２第１項に規定する他の職への降任等（次項に

おいて単に「他の職への降任等」という。）をされた職員であって、管理

者が定める職員には、当分の間、特定日以後、前項の規定により当該職員

の受ける給料月額のほか、管理者が定める額を給料として支給する。

５ 他の職への降任等をされた日の前日から引き続き第３条第１項に規定す

る給料表の適用を受ける職員（附則第３項の規定の適用を受ける職員に限

り、前項に規定する職員を除く。）であって、同項の規定による給料を支

給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当

該職員の受ける給料月額のほか、管理者が定めるところにより、同項の規

定に準じて算出した額を給料として支給する。

６ 前２項の規定による給料を支給される職員以外の附則第３項の規定の適

用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職

員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受

ける給料月額のほか、管理者が定めるところにより、前２項の規定に準じ

て算出した額を給料として支給する。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲

げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第９条中香芝市職員の退職手当に関する条例第１３条第４項及び附則第

９項の改正規定 公布の日

(2) 第９条中香芝市職員の退職手当に関する条例第１３条第１１項の改正規

定 令和４年１０月１日

（香芝市の職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う勤務延長に関する経

過措置）

第２条 任命権者は、施行日（この条例の施行の日をいう。以下同じ。）前に

第１条の規定による改正前の香芝市の職員の定年等に関する条例（以下「旧

定年条例」という。）第４条第１項又は第２項の規定により勤務することと

され、かつ、旧定年条例勤務延長期限（同条第１項の期限又は同条第２項の

規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。）が施行日以

後に到来する職員（以下この項において「旧定年条例勤務延長職員」という。

）について、旧定年条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期
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限が到来する場合において、第１条の規定による改正後の香芝市の職員の定

年等に関する条例（以下「新定年条例」という。）第４条第１項各号に掲げ

る事由があると認めるときは、市長の承認を得て、これらの期限の翌日から

起算して１年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当

該期限は、当該旧定年条例勤務延長職員に係る旧定年条例第２条に規定する

定年退職日の翌日から起算して３年を超えることができない。

２ 任命権者は、基準日（施行日、令和７年４月１日、令和９年４月１日、令

和１１年４月１日及び令和１３年４月１日をいう。以下この項において同じ。

）から基準日の翌年の３月３１日までの間、基準日における新定年条例定年

（新定年条例第３条に規定する定年をいう。以下同じ。）が基準日の前日に

おける新定年条例定年（基準日が施行日である場合には、施行日の前日にお

ける旧定年条例第３条に規定する定年）を超える職（基準日における新定年

条例定年が新定年条例第３条に規定する定年である職に限る。）及びこれに

相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から

基準日の翌年の３月３１日までの間に新定年条例第４条第１項若しくは第２

項、地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号。以下「令

和３年改正法」という。）附則第３条第５項又は前項の規定により勤務して

いる職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新定年条

例定年（基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年条例

第３条に規定する定年）に達している職員（当該規則で定める職にあっては、

規則で定める職員）を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

３ 新定年条例第４条第３項から第５項までの規定は、第１項の規定による勤

務について準用する。

（香芝市の職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う定年退職者等の再任

用に関する経過措置）

第３条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢６５年に達する日以後におけ

る最初の３月３１日（以下この条から附則第６条までにおいて「特定年齢到

達年度の末日」という。）までの間にある者であって、当該者を採用しよう

とする常時勤務を要する職に係る旧定年条例定年（旧定年条例第３条に規定

する定年をいう。以下同じ。）（施行日以後に新たに設置された職及び施行

日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行

日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例定年に準じた

当該職に係る年齢。次条第１項において同じ。）に達している者を、従前の

勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範

囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
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(1) 施行日前に旧定年条例第２条の規定により退職した者

(2) 旧定年条例第４条第１項若しくは第２項、令和３年改正法附則第３条第

５項又は前条第１項の規定により勤務した後退職した者

(3) ２５年以上勤続して施行日前に退職した者（前２号に掲げる者を除く。

）であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間

にある者

(4) ２５年以上勤続して施行日前に退職した者（前３号に掲げる者を除く。

）であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間

に、旧地方公務員法再任用（令和３年改正法による改正前の地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１項、第２８条の５第１項

又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用することをいう。

）又は暫定再任用（この項若しくは次項、次条第１項若しくは第２項、附

則第５条第１項若しくは第２項又は附則第６条第１項若しくは第２項の規

定により採用することをいう。次項第６号において同じ。）をされたこと

がある者

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定

年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする

常時勤務を要する職に係る新定年条例定年に達している者を、従前の勤務実

績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で

任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日以後に新定年条例第２条の規定により退職した者

(2) 施行日以後に新定年条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務した

後退職した者

(3) 施行日以後に新定年条例第１２条の規定により採用された者のうち、令

和３年改正法による改正後の地方公務員法（以下「新地方公務員法」とい

う。）第２２条の４第３項に規定する任期が満了したことにより退職した

者

(4) 施行日以後に新定年条例第１３条第１項の規定により採用された者のう

ち、新地方公務員法第２２条の５第３項において準用する新地方公務員法

第２２条の４第３項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(5) ２５年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者を除く。

）であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間

にある者

(6) ２５年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者を除く。

）であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間
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に、暫定再任用をされたことがある者

３ 前２項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、１年を超えない

範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前２項の規定

により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達

年度の末日以前でなければならない。

４ 暫定再任用職員（第１項若しくは第２項、次条第１項若しくは第２項、附

則第５条第１項若しくは第２項又は附則第６条第１項若しくは第２項の規定

により採用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。）の前項

の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期にお

ける勤務実績が、当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評語そ

の他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。

５ 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該

暫定再任用職員の同意を得なければならない。

第４条 任命権者は、前条第１項の規定によるほか、組合（市が加入する地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８４条第１項の一部事務組合又は広

域連合をいう。次項及び附則第６条において同じ。）における前条第１項各

号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、

当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年条例定年に達し

ている者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、

１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用するこ

とができる。

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、前条第２項の規定によるほ

か、組合における同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日まで

の間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係

る新定年条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める

情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤

務を要する職に採用することができる。

３ 前２項の場合においては、前条第３項から第５項までの規定を準用する。

第５条 任命権者は、新地方公務員法第２２条の４第４項の規定にかかわらず、

附則第３条第１項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間

にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職（新定年条例

第１２条に規定する短時間勤務の職をいう。以下この項から附則第１０条ま

でにおいて同じ。）に係る旧定年条例定年相当年齢（短時間勤務の職を占め

る職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職

を占めているものとした場合における旧定年条例定年（施行日以後に新たに
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設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更

された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていた

ものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でそ

の職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年条例

定年に準じた当該職に係る年齢）をいう。次条第１項において同じ。）に達

している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考によ

り、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用するこ

とができる。

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、新地方公務員法第２２条の

４第４項の規定にかかわらず、附則第３条第２項各号に掲げる者のうち、特

定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとす

る短時間勤務の職に係る新定年条例定年相当年齢（短時間勤務の職を占める

職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を

占めているものとした場合における新定年条例定年をいう。次条第２項及び

附則第１０条において同じ。）に達している者（新定年条例第１２条の規定

により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。）を、従前の

勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範

囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

３ 前２項の場合においては、附則第３条第３項から第５項までの規定を準用

する。

第６条 任命権者は、前条第１項の規定によるほか、新地方公務員法第２２条

の５第３項において準用する新地方公務員法第２２条の４第４項の規定にか

かわらず、組合における附則第３条第１項各号に掲げる者のうち、特定年齢

到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時

間勤務の職に係る旧定年条例定年相当年齢に達している者を、従前の勤務実

績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で

任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、前条第２項の規定によるほ

か、新地方公務員法第２２条の５第３項において準用する新地方公務員法第

２２条の４第４項の規定にかかわらず、組合における附則第３条第２項各号

に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当

該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年条例定年相当年齢に達

している者（新定年条例第１３条第１項の規定により当該短時間勤務の職に

採用することができる者を除く。）を、従前の勤務実績その他の規則で定め

る情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時
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間勤務の職に採用することができる。

３ 前２項の場合においては、附則第３条第３項から第５項までの規定を準用

する。

（令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職及び年齢）

第７条 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職は、次に掲げる職

とする。

(1) 施行日以後に新たに設置された職

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職

２ 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める年齢は、前項に規定する

職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例定年

に準じた当該職に係る年齢とする。

（令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方

公務員法第２２条の４第４項の条例で定める職及び年齢）

第８条 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される場合に

おける令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新

地方公務員法第２２条の４第４項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

２ 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される場合におけ

る令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方

公務員法第２２条の４第４項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施

行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員

が、常時勤務を要する職でその職務が前項に規定する職と同種の職を占めて

いるものとしたときにおける旧定年条例定年に準じた前項に規定する職に係

る年齢とする。

（令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職、者及び職員）

第９条 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職は、次に掲げる職

のうち、当該職が基準日（附則第３条から第６条までの規定が適用される間

における各年の４月１日（施行日を除く。）をいう。以下この条において同

じ。）の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新

定年条例定年が基準日の前日における新定年条例定年を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職（短時間勤務の職を含む。）

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職（短時間勤務の職

を含む。）

２ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める者は、前項に規定する職
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が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当

該職に係る新定年条例定年に達している者とする。

３ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職員は、第１項に規定す

る職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日におけ

る当該職に係る新定年条例定年に達している職員とする。

（香芝市の職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う定年前再任用短時間

勤務職員に関する経過措置）

第１０条 任命権者は、基準日（令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和

１１年４月１日及び令和１３年４月１日をいう。以下この条において同じ。

）から基準日の翌年の３月３１日までの間、基準日における新定年条例定年

相当年齢が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤

務の職（基準日における新定年条例定年相当年齢が新定年条例第３条に規定

する定年である短時間勤務の職に限る。）及びこれに相当する基準日以後に

設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職（以下この

条において「新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。）

に、基準日の前日までに新定年条例第１２条に規定する年齢６０年以上退職

者となった者（基準日前から新定年条例第４条第１項又は第２項の規定によ

り勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。）のうち基準日の前日にお

いて同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係

る新定年条例定年相当年齢に達している者（当該規則で定める短時間勤務の

職にあっては、規則で定める者）を、新定年条例第１２条又は第１３条第１

項の規定により採用することができず、新定年条例原則定年相当年齢引上げ

短時間勤務職に、新定年条例第１２条又は第１３条第１項の規定により採用

された職員（以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。

）のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年

齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している定年前再

任用短時間勤務職員（当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で

定める定年前再任用短時間勤務職員）を、昇任し、降任し、又は転任するこ

とができない。

（令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢）

第１１条 令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢は、

年齢６０年とする。

（香芝市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過

措置）

第１２条 令和３年改正法附則第６条第１項若しくは第２項（これらの規定を
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令和３年改正法附則第９条第３項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）又は第７条第１項若しくは第３項の規定により採用された職員は、第

２条の規定による改正後の香芝市人事行政の運営等の状況の公表に関する条

例（以下この条において「新人事行政条例」という。）第３条に規定する短

時間勤務の職を占める職員とみなして、新人事行政条例の規定を適用する。

（公益的法人等への香芝市職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過

措置）

第１３条 暫定再任用職員（令和３年改正法附則第４条第１項若しくは第２項

（これらの規定を令和３年改正法附則第９条第３項の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）、第５条第１項若しくは第３項、第６条第１項若し

くは第２項（これらの規定を令和３年改正法附則第９条第３項の規定により

読み替えて適用する場合を含む。）又は第７条第１項若しくは第３項の規定

により採用された職員をいう。以下同じ。）に対する第５条の規定による改

正後の公益的法人等への香芝市職員の派遣等に関する条例第２条第２項第１

号の規定の適用については、同号中「地方公務員法（昭和２５年法律第２６

１号）第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定により採用される

職員」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第

６３号）附則第４条第１項若しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条

第３項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第５条第１項若し

くは第３項、第６条第１項若しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条

第３項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第７条第１項若

しくは第３項の規定により採用された職員」とする。

第１４条 暫定再任用短時間勤務職員（暫定再任用職員で新地方公務員法第２

２条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。

）に対する第５条の規定による改正後の公益的法人等への香芝市職員の派遣

等に関する条例第２条第２項第２号の規定の適用については、同号中「地方

公務員法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定により採用され

る職員」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律

第６３号）附則第４条第１項若しくは第２項（これらの規定を同法附則第９

条第３項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第５条第１項若

しくは第３項、第６条第１項若しくは第２項（これらの規定を同法附則第９

条第３項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第７条第１項

若しくは第３項の規定により採用された職員のうち、地方公務員法第２２条

の４第１項に規定する短時間勤務の職を占めるもの」とする。

（香芝市の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置
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）

第１５条 暫定再任用短時間勤務職員は、第６条の規定による改正後の香芝市

の職員の勤務時間、休暇等に関する条例（以下この条において「新勤務時間

等条例」という。）第２条第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職員と

みなして、新勤務時間等条例の規定を適用する。

（香芝市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う職員の勤務延

長に関する経過措置）

第１６条 第８条の規定による改正後の香芝市の一般職の職員の給与に関する

条例（以下「新給与条例」という。）附則第２１項から第２７項までの規定

は、令和３年改正法附則第３条第５項又は第６項の規定により勤務している

職員には適用しない。

（香芝市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う定年退職者等

の再任用に関する経過措置）

第１７条 暫定再任用職員のうち暫定再任用短時間勤務職員を除いた職員の給

料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものと

した場合に適用される新給与条例別表第１の給料表の定年前再任用短時間勤

務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第３条の３第２項の規

定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

第１８条 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤

務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新

給与条例別表第１の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準

給料月額のうち、新給与条例第３条の２第１項に規定する当該暫定再任用短

時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、香芝市の職員の勤務時間、休

暇等に関する条例第２条第３項の規定により定められた当該暫定再任用短時

間勤務職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗

じて得た額とする。

第１９条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみな

して、新給与条例第８条の２第２項第２号及び第１０条第３項の規定を適用

する。

第２０条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給

与条例第１５条第３項の規定を適用する。

第２１条 新給与条例第１６条第１項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合

における勤勉手当の額の同条第２項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算

定に係る同項の規定の適用については、同項第１号中「定年前再任用短時間

勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び香芝市の職員の定
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年等に関する条例等の一部を改正する条例（令和４年条例第 号）附則第３

条第４項に規定する暫定再任用職員（次号において「暫定再任用職員」とい

う。）」と、同項第２号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定

年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

第２２条 香芝市の一般職の職員の給与に関する条例第７条、第７条の２及び

第８条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

第２３条 前６条に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、

規則で定める。

（香芝市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

第２４条 暫定再任用職員に対する第９条の規定による改正後の香芝市職員の

退職手当に関する条例（次条において「新退職手当条例」という。）第２条

第１項の規定の適用については、同項中「以下「職員」という。」とあるの

は、「地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第

４条第１項若しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条第３項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。）、第５条第１項若しくは第３項、第

６条第１項若しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条第３項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。）又は第７条第１項若しくは第３項の

規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。」とする。

第２５条 新退職手当条例第１３条第４項の規定は、附則第１条第１号に掲げ

る日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の

規則で定める職員に該当するに至った者について準用する。

（企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

第２６条 暫定再任用短時間勤務職員は、第１０条の規定による改正後の企業

職員の給与の種類及び基準に関する条例（以下この条及び次条において「新

企業職員給与等条例」という。）第２条に規定する短時間勤務の職を占める

職員とみなして、新企業職員給与等条例の規定を適用する。

第２７条 新企業職員給与等条例第５条、第５条の３及び第１４条の規定は、

暫定再任用職員には適用しない。

（香芝市職員の再任用に関する条例の廃止）

第２８条 香芝市職員の再任用に関する条例（平成１３年条例第１号）は、廃

止する。

（香芝市の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）

第２９条 香芝市の一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１７年条

例第２９号）の一部を次のように改正する。

第８条第１項中「第４条の３」を「第４条の２」に改める。



- 38 -

議第４６号

令和４年度香芝市一般会計補正予算（第４号）について

令和４年度香芝市一般会計補正予算（第４号）について、別紙のとおり議決

を求める。

令和４年９月５日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏



- 39 -

議第４７号

令和４年度香芝市介護保険特別会計補正予算（第１号）

について

令和４年度香芝市介護保険特別会計補正予算（第１号）について、別紙のと

おり議決を求める。

令和４年９月５日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏
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認第１号

令和３年度香芝市一般会計歳入歳出決算の認定について

令和３年度香芝市一般会計歳入歳出決算について、別紙のとおり認定を求め

る。

令和４年９月５日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏



- 41 -

認第２号

令和３年度香芝市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の

認定について

令和３年度香芝市国民健康保険特別会計歳入歳出決算について、別紙のとお

り認定を求める。

令和４年９月５日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏
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認第３号

令和３年度香芝市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について

令和３年度香芝市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について、別紙のと

おり認定を求める。

令和４年９月５日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏
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認第４号

令和３年度香芝市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

令和３年度香芝市介護保険特別会計歳入歳出決算について、別紙のとおり認

定を求める。

令和４年９月５日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏



- 44 -

認第５号

令和３年度香芝市土地取得特別会計歳入歳出決算の認定について

令和３年度香芝市土地取得特別会計歳入歳出決算について、別紙のとおり認

定を求める。

令和４年９月５日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏
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認第６号

令和３年度香芝市財産区財産特別会計歳入歳出決算の

認定について

令和３年度香芝市財産区財産特別会計歳入歳出決算について、別紙のとおり

認定を求める。

令和４年９月５日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏
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認第７号

令和３年度香芝市水道事業会計決算の認定について

令和３年度香芝市水道事業会計決算について、別紙のとおり認定を求める。

令和４年９月５日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏
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認第８号

令和３年度香芝市下水道事業会計決算の認定について

令和３年度香芝市下水道事業会計決算について、別紙のとおり認定を求める。

令和４年９月５日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏
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同第３号

香芝市教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについて

令和４年９月３０日付けで任期満了予定の香芝市教育委員会の委員の任命に

ついて、次の者を本市教育委員会の委員に任命したいので、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定に

より、議会の同意を求める。

令和４年９月５日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏

住 所 氏 名 生 年 月 日

關 野 英 明
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同第４号

香芝市公平委員会の委員の選任につき同意を求めることについて

令和４年９月３０日付けで任期満了予定の香芝市公平委員会の委員の選任に

ついて、次の者を本市公平委員会の委員に選任したいので、地方公務員法（昭

和２５年法律第２６１号）第９条の２第２項の規定により、議会の同意を求め

る。

令和４年９月５日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏

住 所 氏 名 生 年 月 日

下 村 敏 博
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同第５号

香芝市固定資産評価員の選任につき同意を求めること

について

香芝市固定資産評価員の選任について、次の者を本市固定資産評価員に選任

したいので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４０４条第２項の規定

により、議会の同意を求める。

令和４年９月５日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏

住 所 氏 名 生 年 月 日

髙 垣 和 寬
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諮第２号

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

次の者を人権擁護委員に推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律

第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。

令和４年９月５日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏

住 所 氏 名 生 年 月 日

筒 井 康 行
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諮第３号

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

次の者を人権擁護委員に推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律

第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。

令和４年９月５日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏

住 所 氏 名 生 年 月 日


